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１．一般事項

１－１ 対象施設

箕面市立病院

１－２ 設備概要

別紙「設備概要」のとおり。

２．業務内容

２－１ 業務内容

１）電話交換業務

２）案内業務

３）院内放送業務

３．業務体制

３－１ 業務関係者の配置基準

１）受注者は、業務に必要な知識、能力等を有する業務関係者を適正配

置すること。

２）受注者は、業務の遂行にあたり、あらかじめ人員配置計画書及び業

務関係者経歴書を提出すると共に、公的機関が発行した受注者と業務

関係者の間の雇用関係を確認できる書類を提出し、発注者の承諾を得

ること。なお、業務関係者を変更した場合も同様とする。

３）業務関係者が当該業務を執行するに不適当と発注者が認めた場合、

発注者はその者の変更を受注者に求めることができる。

４）最低配置人員は以下の通り（交代要員は含まず）とする。

８時３０分～９時／１８時３０分～１９時 １名

９時～１０時／１７時３０分～１８時３０分 ＊２名

１０時～１７時３０分 ＊３名

＊ ９時～１８時３０分は、中継台を２台使用して電話交換業務にあ

たる。

３－２ 業務責任者

１）受注者は、業務関係者の中から業務責任者を定め、発注者に届け出

る。また、業務責任者を変更した場合も同様とする。

２）受注者は、業務責任者が不在の場合に備え、その職務を代理する者

を選任し、発注者に届け出る。

３）業務責任者は、電話交換業務について経験豊富で、業務担当者以上

の経験、知識及び技能を有し、かつ、業務担当者を管理、監督できる

者とする。なお、業務責任者は業務担当者を兼ねることができる。

４．業務要領

４－１ 電話交換業務
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１）公衆電気通信法に基づき電話交換室内の電話交換機を使用して、内

線・局線電話の交換業務を行う。なお、局線の応答切断は、内線に先

立って行う。

２）局線発信の依頼を受けた際は、日報に時間・依頼元内線番号・通話

先局線番号等必要事項を記入する。なお、日報は、常に整備し施設管

理者の指示により提出すること。

４－２ 案内業務

局線からの問い合わせに対する案内業務を行う。ただし、外来診察日

時、市内公共施設や他院の連絡先に関する問い合わせ等、簡易なもの限

る。

４－３ 院内放送業務

施設管理者の指示により、電話交換機に付随するリモートマイクを使

用して、院内案内放送を行う。

４－４ 課金装置操作業務

施設管理者の指示により、電話交換機に付随する課金装置を操作して、

施設管理者の指定する端末の局線通話料金を算出し報告する。

４－５ 電報発信業務

施設管理者から電報発信の依頼を受けた際は、電話交換室にて書面で

文面を受け取り、電報発信を行う。また、施設管理者の定める電報管理

票に、依頼者・受信先・料金等必要事項を記入し、１週間分とりまとめ

て提出する。
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【別紙】

設 備 概 要

１．電話設備

① デジタル電子交換機（ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ０１） １式

② 局線中継台（ＰＡ８１０） ２台

③ 課金装置（ＩＦＥ） １式

④ 障害プリンター １式

⑤ 機器回線（現用／実装）

ａ．局線 ２４／ ５６回線 ※

ｂ．内線（一般） ３６２／４１６回線 ※

ｃ．内線（デジタル多機能） ７２／ ８０回線 ※

⑥ 電話機

ａ．デジタル多機能（ＤＩ２０３１－ＭＫＴ－Ｄ１－Ｆ他） ７２台 ※

ｂ．一般電話機（ＤＩ２０８４他） ３６２台 ※

※ 回線数・電話機数は、増設・移設等により数量の変更有り。

２．放送設備

① リモートマイク（一般放送・避難誘導放送兼用） ２台 ※

※ 増幅器は中央監視室内に設置

３．ＰＨＳ設備（院内呼出用）

① 受信機（院内勤務医等、医療従事者等に配布） ３０９台 ※

② ＣＳアンテナ ７６台 ※

※ 当該設備は必要に応じ随時台数の変更有り。内線電話設備扱いとなる。


